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多能性細胞の樹立を目的とした新たなヒト胚作成研究について 

（現行の法令・指針における取扱い） 
 

 

 

 

 

２０１１年１０月６日、米国の研究者が、新たな技術を用いてヒトの卵子（除核

していないもの）に別の成人の皮膚細胞の核を入れてヒト胚を作成し、それを

用いて多能性細胞を作ることに成功したとの報告があった。 

 

「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律（クローン法）」では、ヒト

の体細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚

を人クローン胚と定義し、人又は動物の胎内への移植を禁止している。 

 

また、「特定胚の取扱いに関する指針」においては、難病等に関する再生医

療に関する基礎的研究のうちＥＳ細胞を作成して行う研究に限って人クローン

胚の作成を認めている。 

さらに、「ＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針」においては、上記特定胚

指針に基づいて作成された人クローン胚を用いたヒトＥＳ細胞の樹立の要件に

ついて規定している。 

 

今回作成されたヒト胚では、ヒトの卵子を除核せずに体細胞を導入して、胚

を作成するため、クローン法で定義する人クローン胚とは異なるものと考えら

れる。 

 

また、ヒト胚の作成については、平成１６年の総合科学技術会議の報告書

「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」においては、研究目的のため新たに

「人の生命の萌芽」であるヒト胚を作成することは原則認めないこととされてお

り、その例外として、 

① 生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成、 

② 他に治療法のない難病等に関する再生医療研究のための人クローン

胚の作成 

のみに限定して容認し得るとされている。 

 

さらに、今回の技術については、研究目的のために、人為的にヒト胚を作成

すること、さらにそのヒト胚を滅失して ES細胞に類似する多能性細胞を作成す

ることから、生命倫理上の課題があると考えられるとともに、今回の技術により

作成された細胞の性質等については、科学的に不明な点が多い。 
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（参考１） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［人クローン胚の作成及びヒトＥＳ細胞の樹立］ 

ヒヒトトＥＥＳＳ細細胞胞は、人の体のあらゆる細胞に分化する可能性（多能性）、ほとんど無限に増殖するという高
い増殖能力を持つことから、将来的な医療への応用が期待されている。 

人人ククロローーンン胚胚かからら作作成成ししたたＥＥＳＳ細細胞胞は、ヒト体細胞の提供者と同じ遺伝情報を持つことから、免疫拒絶
の少ない再生医療への応用が期待される。 

 

 

［今回の技術によるヒト胚の作成及び多能性細胞の樹立］ 

 

今今回回のの技技術術にによよりり作作製製さされれたた多多能能性性細細胞胞は、ヒト体細胞の提供者と同じ遺伝情報を持たないことから、
免疫拒絶は克服できないため再生医療への応用は困難と思われる。 
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（参考２） 

○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律（平成 21年 2月 6日） 
（定義）   

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

十 人クローン胚 ヒトの体細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合すること

により生ずる胚（当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を

含む。）をいう。 

二十二 除核 細胞から核を取り除き、又は細胞の核を破壊することをいう。  

二十三 ヒト除核卵 ヒトの未受精卵又は一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分

割胚であって、除核されたものをいう。 

 

（禁止行為）  

第三条 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又

は動物の胎内に移植してはならない。 

 

○特定胚の取扱いに関する指針（平成 21年 5月 20日） 
（作成できる胚の種類の限定） 

第二条 特定胚のうち作成することができる胚の種類は、当分の間、人クローン胚及び動

物性集合胚に限るものとする。 

 

（人クローン胚の作成に関する要件） 

第九条 人クローン胚の作成は、動物の胚又は細胞のみを用いた研究その他の人クローン

胚を用いない研究によっては得ることができない科学的知見が得られる場合に限り、行

うことができるものとする。 

２ 人クローン胚の作成の目的は、次の各号のいずれかに該当する疾患（第六項第三号に

掲げる体細胞を用いる場合には、遺伝性疾患（遺伝によって発現し、又はその可能性が

ある疾患をいう。）に限る。）の患者に対する再生医療に関する基礎的研究のうち、ヒト

のＥＳ細胞を作成して行う研究であって、新たに人クローン胚を作成することの科学的

合理性及び必要性を有するものに限るものとする。 

一 人の生命に危険を及ぼすおそれのある疾患であって、その治療方法が確立しておら

ず、又は治療の実施が困難な疾患 

二 不可逆的かつ著しい身体機能の障害をもたらす疾患であって、その治療方法が確立

しておらず、又は治療の実施が困難な慢性の疾患 

 

○ヒト ES細胞の樹立及び分配に関する指針（平成 21年 8月 21日） 
（定義） 

第一条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

九 第二種樹立 人クローン胚を作成し、作成した人クローン胚を用いてヒトＥＳ細胞

を樹立することをいう。 

 

○ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方(平成16年7月23日総合科学技術会議) 
第２．ヒト受精胚 

２．ヒト受精胚の位置付け 

（３）ヒト受精胚の取扱いの基本原則 

ア 「人の尊厳」を踏まえたヒト受精胚尊重の原則 

したがって、ヒト胚研究小委員会の報告に示されたとおり、「研究材料として使用す

るために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」を原則とするとともに、その目
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的如何にかかわらず、ヒト受精胚を損なう取扱いが認められないことを原則とする。 

 

３．ヒト受精胚の取扱いの検討 

前述の基本原則をもとにヒト受精胚の取扱いについて、目的別の考察を行った。 

（１）研究目的のヒト受精胚の作成・利用 

ヒト受精胚の研究目的での作成・利用は、ヒト受精胚を損なう取扱いを前提として

おり、認められないが、基本原則における例外の条件を満たす場合も考えられ、この

場合には容認し得る。 

（略） 

ア 生殖補助医療研究目的での作成・利用 

生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術の向

上に貢献しており、今後とも、生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確保

に必要と考えられる。こうした研究成果に今後も期待することには、十分科学的に合

理性があるとともに、社会的にも妥当性がある。このため、生殖補助医療研究のため

のヒト受精胚の作成・利用は容認し得る。 

 

第３．人クローン胚等の特定胚 

３．人クローン胚の取扱いの検討 

（１）基本的な考え方 

人クローン胚がヒト受精胚と倫理的に同様に位置付けられることから、その取扱い

については、ヒト受精胚における基本原則が適用されるべきである。したがって、人

クローン胚の研究目的での作成・利用については原則認められないが、人々の健康と

福祉に関する幸福追求という基本的人権に基づく要請に応えるための研究における作

成・利用は、そのような期待が十分な科学的合理性に基づくものであり、かつ社会的

に妥当であること等を条件に、例外的に認められ得る。 

（２）例外的に人クローン胚の作成・利用が認められる研究の検討 

（略） 

ア 科学的合理性等 

（略）再生医療技術の研究に関して、臨床応用を含まない、難病等に関する治療の

ための基礎的な研究に限定して、人クローン胚の作成方法、培養法、ＳＣＮＴ－ヒト

ＥＳ細胞の分化等に関する研究を行なうことについては、科学的合理性が認められる

と考えられる。 

イ 社会的妥当性 

（略）人クローン胚の研究について、臨床応用を含まない、難病等に関する医療の

ための基礎的な研究に限って扉を開き、必要な規制を整備するとともに、その時代の

生命倫理観等への社会的影響を慎重に検討しつつ、段階的に研究を進めることとすれ

ば、患者のより早期の救済への期待に応えつつ、人クローン胚の作成・利用に対する

社会の懸念にも応え得る。中間報告書に対するパブリックコメントの結果等をも踏ま

えれば、このような社会選択には、十分な社会的妥当性が認められると考える。 

 

参考資料１．用語解説 

＜人クローン胚＞ 

クローン技術規制法 2 条 1 項 10 号に定義されている「人クローン胚」は、「ヒトの体細

胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚（当該胚が一回以

上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。）」である。「除核卵」には、未受

精卵だけでなく受精卵の除核卵も含まれるから、以下の胚がこれに該当することになる。 

・除核されたヒトの未受精卵と核を有するヒトの体細胞を融合させることにより生じる胚 

・除核されたヒト受精胚又はヒト胚分割胚（一の細胞であるもの）と核を有するヒトの体

細胞を融合させることにより生じる胚 

・これらの胚の分割によって作成される胚 

 


